
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
東海北陸地方年金記録訂正審議会 

令和５年 10 月 20 日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの      ０件 

         国 民 年 金 関 係         ０件 

         厚生年金保険関係         ０件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの           ３件 

         国 民 年 金 関 係         ３件 

         厚生年金保険関係         ０件 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 2300077 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（国）第 2300012 号 

 

第１ 結論 

   平成７年６月から平成 29 年５月までの請求期間については、国民年金保険料

を納付した期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住 所 ：  

               

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成７年６月から平成 29 年５月まで 

    私の国民年金については、会社を退職した後の平成７年夏頃に、母親（本訂

正請求における請求者の代理人）がＡ社会保険事務所（当時）に出向いて加入

手続を行ってくれた。請求期間の保険料については、定期的に送られてきた納

付書により、母親が近所のコンビニエンスストア（主にＢ社）や銀行へ行き、

現金で数か月分を継続して振り込んでくれていた。しかし、年金記録を確認し

たところ、未納とされており納得ができない。 

    国民年金に係る書類については、年金手帳を含めて引っ越した際に処分して

しまったため、残っていないが、母親が請求期間の保険料を納付していたのは

間違いないので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ 日本年金機構が保管している請求者に係る国民年金被保険者関係届書（申出

書）（以下「資格取得届」という。）については、請求者の記名押印及び令和元

年５月 17 日付けのＡ年金事務所の受付印が確認できるところ、当該資格取得

届の届出（申出）事項欄においては、請求者が 20 歳に到達した昭和 60 年＊月

＊日を国民年金の資格取得日とする届出が行われていることが確認できる。  

また、オンライン記録によると、請求者に対しては、上述の資格取得届が提

出されたことを契機として、令和元年５月 27 日に基礎年金番号の重複付番を

防止するため付番される仮基礎年金番号「＊」が付番されており、同日付けで、

昭和 60 年＊月＊日（20 歳）まで遡って国民年金被保険者資格を取得する事務

処理が行われている。 

さらに、令和元年７月 29 日には過去に払い出されていた厚生年金保険に係

る記号番号「＊」を基礎年金番号（平成９年１月から使用されている制度共通



   

の記号番号）として付番し、上述の仮基礎年金番号「＊」を統合した上で、厚

生年金保険被保険者資格に合わせて国民年金被保険者資格を取得及び喪失させ

る一連の事務処理が行われていることが確認できる。 

２ これに対して、請求者は、平成７年夏頃に、母親がＡ社会保険事務所に出向

いて、国民年金の加入手続を行ってくれ、請求期間の保険料については、定期

的に送られてきた納付書により、母親が近所のコンビニエンスストア（主にＢ

社）や銀行へ行き、現金で数か月分を継続して振り込んでくれていた旨主張し、

本訂正請求を行っている。 

３ しかしながら、上述のとおり、請求者については、令和元年５月 17 日にＡ年

金事務所に資格取得届が提出されたことを契機とし、直後の令和元年５月 27 日

に請求者が 20 歳に到達した昭和 60 年＊月＊日まで遡って国民年金被保険者資

格を取得する事務処理が行われていることが確認できることから、母親が平成

７年夏頃に加入手続を行ってくれたとする請求者の主張と相違している。 

４ また、請求者は、上述のとおり、請求期間の保険料を母親がコンビニエンス

ストアや銀行へ行き、現金で数か月分を継続して振り込んでくれていた旨主張

しているところ、ⅰ）請求者の妹は、母親について、普段、Ｃ銀行Ｄ支店（現

在は、Ｅ銀行）を使っていたため、同支店で保険料を納付していた可能性が考

えられる旨陳述しているところ、Ｅ銀行は、国民年金保険料の領収済通知書に

ついては、納付日から３か月以内かつ納付日が特定できていないと調査するこ

とができない旨回答していること、ⅱ）日本年金機構は、コンビニエンススト

アで国民年金保険料を納付した場合の領収済通知書は、コンビニエンスストア

本部で保管されるが、これらの確認には、納付日、収納したコンビニエンスス

トア及び納付書に印字されているバーコード情報が必要となるが、バーコード

情報の保管期限は３年経過後の年度末までのため、請求期間に係る領収済通知

書の確認を行うことはできない旨回答していることから、請求期間の保険料納

付状況の詳細について確認することができない。 

５ さらに、請求者の主張に沿って、母親が請求者に係る請求期間の保険料を納

付するためには、上述の仮基礎年金番号「＊」及び基礎年金番号「＊」以外に

別の番号が払い出され、当該別の番号に基づき、請求期間当時に被保険者資格

を取得していなければ、保険料を納付することはできなかったこととなる。し

かし、国民年金手帳記号番号払出簿検索システム及びオンライン記録において、

請求者が挙げている氏名の誤り等を考慮して、再度、確認を実施しても、請求

者に対しては、上述の仮基礎年金番号及び基礎年金番号以外の番号が払い出さ

れた形跡は見当たらない。これらのことから、請求者は、上述の資格取得に係

る事務処理（令和元年５月 27 日）が行われるまで、国民年金に未加入であり、

請求期間当時、母親が請求期間の保険料を納付することはできなかったものと

考えられる。 

６ 加えて、上述の事務処理日（令和元年５月 27 日）を基準とすると、請求期間

のうち、平成７年６月から平成 29 年３月までの保険料は、既に２年の時効が成

立しており、過年度保険料として遡って納付することはできなかったものと考



   

えられる。 

  また、請求期間のうち、平成 29 年４月及び同年５月については、上述の事務

処理が行われた後であれば、過年度保険料として遡って納付することが可能で

あったものの、妹によると、母親は療養中のため、保険料納付状況の詳細を確

認することができない。 

７ その上、戸籍及びその附票によると、請求者は、請求期間において、氏名、

生年月日及び住所地の変更はなく、請求期間は 264 か月と長期間にわたってい

る上、請求期間の大半は基礎年金番号が導入された平成９年１月以降の期間に

該当し、年金記録における事務処理の機械化がより一層促進され、記録管理の

強化が図られていた時期であり、平成 14 年４月以降は、保険料収納事務が国に

一元化されたことに伴い、収納機関からの納付通知の電子的実施等、事務処理

の機械化が一層促進された時期に該当していることから、年金記録の記録漏れ、

記録誤り等があるとは考え難い。 

８ このほか、母親が請求期間当時に加入手続を行い、請求期間の保険料を納付

したことが確実と認められる関連資料はなく、請求者の主張とそれに対する行

政側の行為の関連性が見て取れるような周辺事情も見当たらない。 

９ これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、請求者が請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 2300115 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（国）第 2300013 号 

 

第１ 結論 

   平成２年＊月から平成５年 10 月までの請求期間については、国民年金保険料

を納付した期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住 所 ：  

             

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成２年＊月から平成５年 10 月まで 

私は、平成５年９月にＡ市からＢ市に転居し、同年 10 月に入籍した。このた

め、同市役所で国民年金の第３号被保険者に係る手続を行ったが、年金手帳は

持っていなかったのでその際に初めて交付を受けた。 

国民年金の手続については、20 歳（平成２年＊月）から入籍するまで自身で

行ったこともなく、両親も手続をしていなかったにもかかわらず、入籍前に居

住していたＡ市の自宅に、時期はよく覚えていないが、数回、納付書が届いた

ので、その都度、Ｃ社会保険事務所（当時）で約 16,000 円の保険料を自身で納

付した。なお、入籍後に請求期間の納付書が届いたことや保険料を納付したこ

とはない。 

納付した領収書については、保管していないが入籍前に請求期間の保険料を

納付したことは確かなので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   Ｂ市から提出された請求者に係る国民年金被保険者履歴、請求者の年金手帳及

びオンライン記録によると、現在、基礎年金番号として平成９年１月１日に付番

されている請求者の国民年金手帳記号番号は、Ｂ市において入籍後の平成５年 11

月８日に国民年金第１号被保険者及び第３号被保険者に係る届出により払い出

されていることから、請求者の国民年金の加入手続は、この頃に初めて行われ、

その際に、平成２年＊月（20 歳到達時）まで遡って国民年金第１号被保険者の資

格を取得し、第３号被保険者に種別変更する事務処理が行われたものとみられる。

この国民年金の各届出が行われた時期（平成５年 11 月頃）を基準とすると、請求

者は、請求期間のうち、平成３年 10 月から平成５年 10 月までの保険料を納付す

ることが可能であった。 



   

これに対し、請求者は、国民年金の手続については、20 歳から平成５年 10 月

に入籍するまで自身で行ったこともなく、両親も手続をしていなかったにもかか

わらず、入籍前に居住していたＡ市の自宅に、時期はよく覚えていないが、数回、

納付書が届いたので、その都度、Ｃ社会保険事務所で約 16,000 円の保険料を自身

で納付したとして年金記録の訂正を求めている。 

しかしながら、請求者の主張どおり、請求期間の保険料を納付するためには、

Ａ市において国民年金手帳記号番号が払い出され、かつ、記録管理される必要が

あるところ、国民年金手帳記号番号払出簿検索システム及びオンライン記録によ

ると、請求者の氏名に関して誤りが生ずる可能性のある漢字、読み方等を考慮し

て、再度、確認を実施しても、上述の手帳記号番号以外に別の手帳記号番号が払

い出され、請求期間に係る国民年金の被保険者資格を取得していた形跡は見当た

らない。 

また、請求者が、請求期間のうち、平成５年９月にＢ市に転居するまで居住し

ていたとするＡ市は、国民年金の加入勧奨について、国民健康保険に加入中で 20

歳に到達している者のうち国民年金に加入していない者に対して行っていたが、

請求者に係る国民健康保険被保険者記録はないとし、国民年金保険料徴収事務の

取り扱いは、原則として同市作成による現年度保険料の納付書収納分のみである

ところ、請求者に係る国民年金被保険者記録も納付記録もない旨回答している。 

さらに、請求期間当時における社会保険事務所作成による過年度保険料の納付

書については、原則、市町村から社会保険事務所に進達があった被保険者の資格

に関する届書の事務処理後に作成されるが、Ｃ年金事務所は、請求期間のうち、

請求者がＡ市に居住していたとする平成２年＊月から平成５年９月までの期間

においては、国民年金第１号被保険者としての加入がなかった旨回答している。

これらのことから、請求者は、請求期間当時において国民年金に未加入であり、

未加入者に対して、納付書が発行されたとは考え難い。 

加えて、上述の国民年金の各届出が行われた時期（平成５年 11 月頃）を基準と

すると、請求期間のうち、平成２年＊月から平成３年９月までの保険料について

は、既に２年の時効が成立しており、請求者は遡って納付することもできなかっ

たものと考えられる。  

その上、請求期間のうち、平成３年 10 月から平成５年 10 月までの保険料につ

いては、上述のとおり納付することが可能であったものの、請求者は、入籍後に

納付書が届いたことや保険料を納付したことはない旨陳述しており、請求者に係

る国民年金被保険者名簿（ＣＳＶ）によると、当該期間は未納とされている上、

Ｂ市から提出された請求者に係る国民年金被保険者履歴においても納付記録は

確認できないことから、請求者が当該期間の保険料を納付していたとする事情を

見いだすことはできない。 

このほか、請求者が請求期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（確

定申告書、家計簿等）はなく、請求期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する



   

と、請求者が請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 

 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 2300122 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（国）第 2300014 号 

 

第１ 結論 

   昭和 58 年＊月から昭和 61年３月までの請求期間については、国民年金保険料を

納付した期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 58年＊月から昭和 61 年３月まで 

    私は、請求期間当時は大学生であり、大学２年の頃に、実家のあるＡ市からＢ

市に転居した。私の国民年金については、実家に住む祖母が加入手続を行い、保

険料についても、祖母が実家の近くにある郵便局で納付してくれていたと思う。

請求期間当時、母親は、私の保険料は納付しなくてもよいと言っていたが、祖母

は、納付しなければいけないと言っていたことを覚えているので、請求期間につ

いて、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者は、請求期間の国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、

請求者によると、これらを行ったとする祖母は既に亡くなっており、母親も高齢の

ため聴取することが困難であるとしていることから、請求期間当時の状況について

確認することはできず、請求者に係る請求期間の加入手続及び保険料納付状況の詳

細は不明である。 

また、オンライン記録によると、請求者の現在の年金記録を管理している基礎年

金番号（平成９年１月から使用されている制度共通の記号番号）は、平成９年１月

時点で加入していた厚生年金保険に係る記号番号において付番されていることが

確認できるところ、国民年金手帳記号番号払出簿検索システム及びオンライン記録

によると、請求者の氏名に関して誤りが生ずる可能性のある読み方及び漢字等を考

慮して、再度、確認を実施しても、請求者に対しては、これまでに国民年金手帳記

号番号（平成８年 12 月まで使用されていた国民年金に係る記号番号）が払い出さ

れた形跡は見当たらない。このため、請求者は、請求期間において国民年金に未加

入であり、祖母が請求期間の保険料を納付することはできなかったものと考えられ

る。 



   

さらに、請求者は、請求期間は学生であったと陳述しているところ、学生は、制

度上、平成３年３月まで国民年金の任意加入対象者であったため、加入義務までは

なく、請求期間当時、請求者が住民票上の住所地を定めていたＡ市及び居住してい

たとするＢ市は、いずれも、請求者の国民年金の記録はない旨回答している上、紙

台帳検索システムにおいても、国民年金被保険者名簿等の帳票類は索出されないた

め、請求者が請求期間において国民年金に加入したと推認する事情を見出すことが

できない。 

加えて、請求者は、請求期間の保険料を祖母がＡ市の実家近くにある郵便局で納

付してくれていたと思う旨陳述しているものの、同市は、請求期間当時、郵便局で

現年度保険料を納付することはできなかった旨回答している。 

このほか、請求者が、請求期間において被保険者資格を取得し、祖母が請求期間

の保険料を納付していたことを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）はなく、請

求期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

請求者が請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 


